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4‐3 水と緑の整備・保全方針                                        

本市の貴重な財産である河川、農地、平地林、山林などの田園・自然環境の保全・管理、及

びそれらを活用した市民や来訪者の憩いの場となる公園・レクリエーション拠点の整備に向け

て、本市の水と緑の整備・保全における方針を以下のようにまとめます。 

 

 公園の適正な配置                                

市民の憩いの場や緊急時の避難場所としての機能

を有する拠点公園については、人口密度の高い市街地

や既存集落の周辺部を中心に、適正な配置と機能の充

実を図ります。 

また、都市計画区域が拡大された場合は、湯津上、

黒羽地区内の公園についても必要に応じて都市計画

に位置づけ、都市公園として整備を図ることとします。 

 

 

 優良な緑地・森林地域の管理・活用                           

本市の貴重な資源である国有林や八溝県立自然公園、自然環境保全地域等に指定されてい

る緑地・森林地域については、今後も適切な管理・保全を進めます。 

また、ふれあいの丘、黒羽城址公園、御亭山などの既存の観光・レクリエーション施設に

ついては、地域振興に寄与する緑の拠点として機能の充実を図るとともに、今後整備が予定

されている水辺公園については、計画的かつ円滑な整備を推進します。 

 

 豊かな水空間の保全・活用                                  

那珂川、箒川、蛇尾川をはじめとする河川や羽田沼、琵琶池などの湖沼を中心とする豊か

な水環境は、今後も適切な管理・保全を推進し、うるおいのある環境の形成を図ります。 

水の軸となる河川周辺においては、市民や来訪者が水に触れ合える親水空間として、那珂

川河川公園やなかがわ水遊園等の既存施設の活用・充実を図ります。また、ミヤコタナゴを

はじめとする貴重な生物が生息する湖沼周辺においては、良好な自然環境と景観の保全を図

りながら、水の拠点としての環境整備を推進します。 

 

 水と緑のネットワークの形成                             

水の拠点や緑の拠点、水の軸を有機的に結ぶ道路や 

遊歩道の整備・充実により「水と緑のネットワーク」

の形成を図るとともに、市街地における敷地内緑化や

沿道緑化、河川の美化活動、平地林・森林の管理・活

用など、市民・事業者・行政などの多様な主体の連携

による自然環境の保全・管理及び景観形成を推進し、

本市の財産である豊かな自然に囲まれたまちづくり

を進めます。 

《御殿山公園》 

《ネットワークの軸となる那珂川》
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《都市公園等の配置の方針》 

都市公園の種類 内  容 市内の該当公園 

街区公園 
主として街区内に居住する者の利用に供す

ることを目的として配置します。 

・北山公園 

近隣公園 

主として近隣に居住する者の利用に供する

ことを目的として配置します。 

・龍頭公園 

・下石上公園 

・蛇尾川緑地公園 

・上石上公園 

・野崎公園 

・中田原工業団地東公園 

・鶯谷公園 

・（仮）多目的公園 

住
区
基
幹
公
園 

地区公園 

主として徒歩圏域内に居住する者の利用に

供することを目的として配置します。 

・龍城公園 

・御殿山公園 

・与一公園 

・大田原グリーンパーク 

総合公園 

都市住民全般の休息、遊戯、運動等の総合的

な利用に供することを目的とした公園で、原

則、市全体を対象として、市民が容易に利用

できる位置に配置します。 

 

都
市
基
幹
公
園 運動公園 

都市住民全般の主として運動の用に供する

ことを目的とした公園で、原則、市全体を対

象として、市民が容易に利用できる位置に配

置します。 

・美原公園 

・佐久山運動公園 

風致公園 

風致を享受することを目的とする公園で、樹

林地、水辺等の良好な自然的環境を形成する

土地を選定して配置します。 

 

特
殊
公
園 

歴史公園 

史跡などの文化財を広く一般に供すること

を目的とする公園で、遺跡、庭園、建築物等

の文化的遺産の存する土地もしくはその復

元、展示等に適した土地又は歴史的意義を有

する土地を選択して配置します。 

 

広域公園 

主として 1 つの市町村の区域を越える広域

のレクリエーションを目的とする公園で、交

通の利便の良い土地に配置します。 

 

都市緑地 

主として都市の自然的環境の保全・改善、都

市の景観の向上を図るために設けられる緑

地です。 

 

緩衝緑地 

大気汚染、騒音、振動等の公害の防止や緩和

を図ることを目的とした緑地で、公害発生地

域と住居地域等とを分離遮断することが必

要な位置に配置します。 

上石上緑地 
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《水と緑の整備・保全方針図》 




